
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令
第
十
一
号

都
及
び
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
省
令

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

都
及
び
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

１
　
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
都
の
標
準
税
収
入
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
都
の
全
区
域
を
道
府
県
と
み
な
し
て
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
四
条
の

規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
（
同
法
附
則
第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
三
の
規
定
の
適
用
が
な
い

も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
か
ら
当
該
基
準
財
政

収
入
額
の
算
定
基
礎
と
な
つ
た
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
及
び
交
通
安

全
対
策
特
別
交
付
金
に
係
る
額
を
除
く
。
）
の
七
十
五
分
の
百
に
相
当
す
る
額
並
び
に
当
該
基
準
財
政
収
入
額

の
算
定
基
礎
と
な
つ
た
地
方
揮
発
油
譲
与
税
及
び
石
油
ガ
ス
譲
与
税
に
係
る
額
の
合
算
額

二
　
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
市
町
村
と
み
な
し
て
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
地
方
税

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
五
条
第
二
項
に
掲
げ
る
税
の
う
ち
同
法
第
七
百
三
十
四
条
第

一
項
及
び
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
都
が
課
す
る
税
に
係
る
額
か
ら
当
該
額
に
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
二
百
十
条
の
十
の
規
定
に
基
づ
き
都
の
条
例
で
定
め
る
一
定
の
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
の
七
十
五
分
の
百
に
相
当
す
る
額
並
び
に
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
市
町
村
と
み
な

し
て
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
係
る
額
の
七
十

五
分
の
百
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額

２
　
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額

は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
（
そ
の
算
定

基
礎
と
な
つ
た
事
業
所
税
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲

与
税
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
に
係
る
額
を
除
く
。
）
の
八
十
五
分
の
百
に
相
当
す
る
額
並
び
に
当
該
算

定
の
基
礎
と
な
つ
た
地
方
揮
発
油
譲
与
税
及
び
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
係
る
額
の
合
算
額

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
一
四
日
総
務
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
総
務
省
令
第
六
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
一
条
中
「
軽
油
引
取
税
、
地
方
道
路

譲
与
税
」
と
あ
る
の
は
「
軽
油
引
取
税
、
所
得
譲
与
税
、
地
方
道
路
譲
与
税
」
と
、
「
及
び
当
該
基
準
財
政
収
入

額
の
算
定
基
礎
と
な
つ
た
税
源
移
譲
予
定
特
例
交
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
当
該
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定

基
礎
と
な
つ
た
税
源
移
譲
予
定
特
例
交
付
金
及
び
所
得
譲
与
税
」
と
、
第
二
条
中
「
特
別
と
ん
譲
与
税
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
譲
与
税
、
特
別
と
ん
譲
与
税
」
と
、
「
八
十
五
分
の
百
に
相
当
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
五
分

の
百
に
相
当
す
る
額
及
び
当
該
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
基
礎
と
な
つ
た
所
得
譲
与
税
に
係
る
額
の
合
算
額
」
と

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
都
及
び
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
都
及
び
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
省
令
（
次
項
に

お
い
て
「
新
都
及
び
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額
算
定
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
度
以
後
の

年
度
に
お
け
る
同
省
令
に
規
定
す
る
標
準
税
収
入
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
年
度
以
前
の
年
度
に

お
け
る
同
省
令
に
規
定
す
る
標
準
税
収
入
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
平
成
二
十
一
年
度
に
つ
い
て
の
新
都
及
び
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額
算
定
省
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
一
項
第
一
号
中
「
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
並
び
に
地
方
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
号
）
第
一
条
の
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
旧
地
方
税
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
及
び
軽
油
引
取
税
並
び
に
地
方
道
路
譲

与
税
」
と
、
第
二
項
中
「
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
並
び
に
旧

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
交
付
金
及
び
地
方
道
路
譲
与
税
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
二
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
都
及
び
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
省
令
は
、
平
成
二

十
二
年
度
以
後
の
年
度
に
お
け
る
標
準
税
収
入
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
一
年
度
以
前
の
年
度
に

お
け
る
標
準
税
収
入
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
都
及
び
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
省
令
は
、
平
成
二

十
四
年
度
以
後
の
年
度
に
お
け
る
標
準
税
収
入
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
三
年
度
以
前
の
年
度
に

お
け
る
標
準
税
収
入
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
一
二
日
総
務
省
令
第
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
三
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
都
及
び
特
別
区
の
標
準
税
収
入
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
省
令
は
、
平
成
二
十
六

年
度
以
後
の
年
度
に
お
け
る
標
準
税
収
入
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
五
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け

る
標
準
税
収
入
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


